
公文書の安易な廃棄を防止し電子情報も含めた公文書管理の徹底を求める意見書 

 

 陸上自衛隊の南スーダンＰＫＯ派遣部隊の日報及び学校法人「森友学園」への国有地売却経緯

に関する書類については、いずれも行政文書であるものの保存期間が１年未満であることを理由

に廃棄したという政府説明がなされている。しかし、いずれも国政上重要な情報であり、これら

の文書が行政機関の判断によって極めて短期間の保存期間を設定され廃棄された事態は、公文書

等の管理に関する法律（以下「公文書管理法」という。）の趣旨に反するものと言える。 

 公文書管理法では、第１条において、公文書が「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知

的資源」であることに鑑み「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを

目的」とし、第４条において、「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程」をも

合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成することを義務付けるとともに、

第８条において、行政機関の長は、「保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとす

るときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない」ことを規定し

ている。 

 他方、１年未満保存の行政文書については、行政文書ファイル管理簿への登録の例外とされて

おり、行政文書の作成・保存・廃棄の状況を記録する仕組みがない。この現行法の問題は、１年

未満保存の行政文書の該当性を判断するのが行政機関自身であり、その定義及び要件も曖昧であ

るという点にある。その結果、公文書管理法の趣旨を逸脱する運用・廃棄を認める結果となって

いる。行政機関による恣意的な運用・廃棄がなされないようにするためには、少なくとも１年未

満保存の行政文書を指定する定義及び要件を明確にする必要がある。 

 よって、本市議会は、１年未満保存の行政文書を指定する定義及び要件を明確にすること等に

より、公文書の安易な廃棄を防止し、電子情報も含めた公文書の管理を徹底することを求めるも

のである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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